
                       別紙１ 

土 木 工 事 等 建 設 資 材 単 価 公 表 要 領 
 
１ 目 的 
  公共工事の執行については，透明性・客観性・妥当性の確保が求められており，これ

らを確保する観点から，積算基準類の一つである建設資材単価を公表することにより，

受注者の的確な見積もりに資するとともに，その競争性・公平性を期するものである。 
２ 公表の内容 
（１） 公表の対象 
茨城県土木部が発注する土木工事及び建築工事の積算に用いる建設資材単価（以

下「資材単価」という。）及び「茨城県土木部指定工場」。 
（２） 公表の範囲 
資材単価のうち，一般的な資材については（財）建設物価調査会及び（財）経済

調査会（以下，「物価調査機関」という。）から市販されている「月刊・建設物価」

及び「月刊・積算資料」（以下，「物価資料」という。）に掲載されている価格を基に

単価を設定しているため，すでに公表済みとみなし閲覧資料に含めないものとする。 
    したがって，公表する閲覧資料には上記物価資料に掲載されていないものについ

て，市場取り引き価格の実態調査（市況調査）を物価調査機関に委託し，その結果

を基に設定した資材単価を掲載する。 
３ 公表の方法 
  公表の方法は閲覧及びインターネットによるものとし，以下のとおりとする。 
（１） 閲覧場所 
資材単価の閲覧場所は，県庁舎１階「公共事業情報センター」とする。 

（２） 閲覧方法 
公表資料の閲覧方法は，資材単価表を所定の場所に設置し，希望者に閲覧するも  
のとする。公共事業情報センター内でのコピーは可能（カメラおよびハンディーコ

ピーの使用を含むものとする。）とする。具体の資材単価の内容等に関する電話等に

よる問い合わせには応じないものとする。 
（３） 閲覧時間 
月曜日から金曜日（ただし，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律台１７８

号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までを除く）の午前９時

から正午，午後１時から午後４時までとする。ただし，必要がある場合は，閲覧時

間について制限することがある。 
（４） 公表資料の管理・保管 
公表資料の貸し出しは行わないものとする。 

（５） 公表の時期 
公表する資材単価の公表時期は，原則毎年度当初（４月）の年１回とする。 

 （６）インターネットによる公表 
    下記ホームページ上で閲覧できる（茨城県のホームページ→部局のホームページ

→検査指導課のホームページ）。 
     http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class03/ 
    なお，茨城県指定工場データについては，変更等に合わせ，随時更新する。 
４ その他 
  この要項に定めのない事項については，別に定めるものとする。 
   
本要領は，平成 ８年 ７月１５日から適用するものとする。 

  本要領は，平成１４年 ４月１５日から適用するものとする。 
  本要領は，平成１５年１２月 １日から適用するものとする。 
  本要領は，平成１６年 ５月 ６日から適用するものとする。 

    



                        別紙２ 

 
公 共 工 事 設 計 労 務 単 価 公 表 要 領 

 
１ 目 的 
  公共工事の執行については，透明性・客観性・妥当性の確保が求められており，これ

らを確保する観点から，積算基準類の一つである設計労務単価を公表することにより，

受注者の的確な見積もりに資するとともに，その競争性・公平性を期するものである。 
 
２ 公表の内容 
（１）公表の対象 
茨城県土木部が発注する土木建築工事及び測量設計業務の積算に用いる設計労務

単価（以下「労務単価」という。）を公表する。 
（２）公表の範囲 
土木建築工事の積算に用いる設計労務単価は，公共事業労務費調査連絡協議会（農

林水産省，国土交通省）が必要に応じ年度内の適当な時期に実施する公共事業労務

費調査結果の平均値を基に設定した労務単価を掲載する。 
    測量設計業務の積算に用いる設計労務単価は，国土交通省において適用している

単価を基に設定した労務単価を掲載する。 
 
３ 公表の方法 
  公表の方法は閲覧及びインターネットによるものとし，以下のとおりとする。 
（１） 閲覧場所 

  公表資料の閲覧場所は，県庁舎１階「公共事業情報センター」とする。 
（２） 閲覧方法 

 公表資料の閲覧方法は，資材単価表を所定の場所に設置し，希望者に閲覧するも 
のとする。公共事業情報センター内でのコピーは可能（カメラおよびハンディーコ

ピーの使用を含むものとする。）とする。具体の資材単価の内容等に関する電話等に

よる問い合わせには応じないものとする。 
  （３） 閲覧時間 

月曜日から金曜日（ただし，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律台１７８

号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までを除く）の午前９時

から正午，午後１時から午後４時までとする。ただし，必要がある場合は，閲覧時

間について制限することがある。 
  （４） 公表資料の管理・保管 

公表資料の貸し出しは行わないものとする。 
（５） 公表の時期 
公表する労務単価の公表時期は，原則毎年度当初（４月）の年１回とする。 

 （６）インターネットによる公表 
    下記ホームページ上で閲覧できる（茨城県のホームページ→部局のホームページ

→検査指導課のホームページ）。 
     http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class03/ 
 
４ その他 
  この要項に定めのない事項については，別に定めるものとする。 
 
  本要領は，平成 ９年 ６月 １日から適用するものとする。 
  本要領は，平成１４年 ４月１５日から適用するものとする。 
  本要領は，平成１５年１２月 １日から適用するものとする。 


